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 令和６年 第 10回五泉市教育委員会定例会 会議録 

 

 

開  催  日  令和６年 10月 18日 金曜日 

開 催 場 所  五泉市役所 ３階  応接室 

出席者 

教育長 伊藤 順子 君                               

委 員 本間 寛和 君 

 

藤木 由佳子 君 

 

小出 園子 君 

                       

吉川 弘一 君 

説明者 学校教育課長  井上 雅夫 君 

 

生涯学習課長  風間  章 君 

 

スポーツ推進課長補佐  伊藤  桂 君 

 

図書館長  廣川 規之 君 

書 記 
学校教育課 

企画管理係長兼施設整備係長  渡辺 博文 君 

 欠 席 委 員  
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議 事 日 程 

 

令和６年 10月 18日 午後１時 30分 開会開議 

 

 

付議する事件 

 議第 1号   五泉市体育施設条例の一部を改正する条例の制定について 

 議第２号   五泉市体育施設管理規則の一部を改正する規則の制定について 

 議第３号   令和６年度教育費補正予算（第６号）の要求について 

 

報告する事項 

報告第１号  学区外就学の許可について 
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議  事  経  過 

 

伊藤教育長     これより第 10回教育委員会定例会を開会いたします。 

本日の議事日程は、あらかじめお配りしたとおりです。 

それでは議事に入ります。 

はじめに日程の１、付議する事件であります。 

議第１号 五泉市体育施設条例の一部を改正する条例の制定につ 

いてであります。 

本日、スポーツ推進課長が欠席ですので、伊藤課長補佐が代わって

出席しておりますので、よろしくお願いします。 

スポーツ推進課課長補佐の説明を求めます。 

伊藤課長補佐    それでは、議第１号 五泉市体育施設条例の一部を改正する条例の

制定について、ご説明申し上げます。 

２ページをご覧ください。 

          この度の改正は、令和７年３月末をもって五泉市村松テニスコート

を廃止することにより、条例より削除するものであります。 

          改正の内容について申し上げます。 

別表第１中、五泉市村松テニスコートの項を削り、別表第２の７の 

表を削り、以降１項ずつ繰り上げるものであります。 

附則については、施行期日を定めるものであります。 

以上、よろしくご審議のうえ、ご決定賜りますようお願い申し上げ 

ます。 

伊藤教育長     ただいまの説明に、ご質問ありますでしょうか。 

          村松テニスコートがだいぶ古くなっておりますので、継続的に使用

することに無理がありまして、廃止に伴う条例の改正であります。 

          いかがでしょうか。 

本間委員      一つお願いします。 

今使っている団体などから、特に反対などはなかったでしょうか。 

伊藤課長補佐    ただいまの質問、影響はないのかというご質問だと思いますが、事

前に五泉と村松のテニス協会さんに確認しましたところ、支障はない
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というお話しをいただいております。理由としましては、現在ほとん

どの大会が人工芝のコートで行われており、村松テニスコートがハー

ドコートであり、そぐはないということで廃止しても影響はないとい

う話しをいただきました。また、張り紙などで利用者にはお知らせし

ております。 

伊藤教育長     今のご説明でよろしいでしょうか。 

本間委員      わかりました。 

伊藤教育長     ほかにありますでしょうか。 

 

―（皆、「なし」との声あり）― 

 

伊藤教育長     ないようでありますので、議第１号は可決されました。 

次に、議第２号 五泉市体育施設管理規則の一部を改正する規則の 

制定についてであります。 

スポーツ推進課課長補佐の説明を求めます。 

伊藤課長補佐    それでは、議第２号 五泉市体育施設管理規則の一部を改正する規

則の制定について、新旧対照表によりご説明申し上げます。 

 15ページをご覧ください。 

          この度の改正は、令和７年３月末をもって五泉市村松テニスコート

を廃止することにより、規則より削除し、文言の整理を行い、五泉市

市営野球場、五泉市村松野球場、五泉市陸上競技場の開設期間を改め

るものであります。 

          改正の内容について申し上げます。 

第３条第２項を削り、同条第３項中「前２項」を「前項」に改め、  

同項を第２項とし、同条第４項中「３」を「２」に改め、同項を同条

第３項とするものであります。 

第５条につきましては、ただし書中、五泉市村松テニスコート   

を削り、文言の整理を行うものであります。 

別表につきましては、「五泉市市営野球場」、「五泉市村松野球場」、

「五泉市陸上競技場」の開設期間を３月１日から 11月 30日までに改
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め、同表「五泉市村松テニスコート」の項を削るものであります。 

様式第１号から第４号は、使用施設から「村松テニスコート」を削

るものであります。 

附則につきましては、施行期日を定めるものであります。 

以上、よろしくご審議のうえ、ご決定賜りますようお願い申し上げ 

ます。 

伊藤教育長     今の説明ですが、16 ページの新旧対照表を見ていただくと利用月

が替わったということがわかりやすいと思いますが、今までは４月１

日からとなっていたものを１カ月早めて３月１日にするということ

になります。理由としましては、いまはそれほど雪が積もらなくなり、

３月からグラウンドの状況が良くなるので、利用を早めてほしいとい

う利用者からの要望がありましたので、１カ月早めて３月１日から利

用を認めるという変更になります。 

ただいまの説明に、ご質問ありますでしょうか。 

 

―（皆、「なし」との声あり）― 

 

伊藤教育長     ないようでありますので、議第２号は可決されました。 

 以上で、付議する事件を終了します。 

         次に、日程の２、報告する事項であります。 

報告第１号 学区外就学の許可についてであります。 

なお、報告第１号につきましては、五泉市教育委員会会議規則第 23 

条により、秘密会とすることにご異議ありませんか。 

 

―（皆、「なし」との声あり）― 

 

伊藤教育長     ご異議がございませんので、報告第１号は秘密会といたします。 

 

               報告第１号 非公開  
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伊藤教育長     報告第１号を終了いたします。 

          以上で、報告する事項を終わります。 

次に、日程の３、日程の追加についてお諮りいたします。 

事務局より、付議する事件として議第３号 令和６年度教育費補 

正予算（第６号）の要求についてが提出されております。これを日

程に追加し、審議することにご異議ありませんか。 

 

―（皆、「なし」との声あり）― 

 

伊藤教育長     異議がないと認め、日程を追加することにいたします。 

それでは日程の４、付議する事件であります。 

議第３号 令和６年度教育費補正予算（第６号）の要求について

であります。 

なお、議第３号につきましては、五泉市教育委員会会議規則第 23条

により、秘密会とすることにご異議ありませんか。 

 

―（皆、「なし」との声あり）― 

 

伊藤教育長     ご異議がございませんので、議第３号は秘密会といたします。 

 

 議第３号 非公開  

 

伊藤教育長     議第３号は可決されました。 

以上で付議する事件を終わります。 

次に、日程の５、その他として、各課からの報告事項であります。 

学校教育課長から順次説明を求めます。 

井上課長      学校教育課に関する事項を説明いたします。 

はじめに、前回の定例会以降に感染症による学級閉鎖等の措置は 

ありませんでした。 

感染症の状況については以上です。 
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次に、11月の学校行事でありますが、11月８日金曜日に小学５年 

生の児童が参加する五泉市親善音楽交歓会がさくらんど会館で行わ

れます。 

学校教育課分は以上です。 

風間課長      続きまして、生涯学習課です。 

13 日 日曜日、ラポルテ五泉におきまして市民音楽祭を開催し、  

昨年よりも１団体多い 18団体からご出演いただきました。来場者数

も 439 人と昨年よりも増え、たいへん盛り上がりました。いよいよ

文化の秋が始まったという感じがしております。 

次に、一昨日 16日に今年度の市美術展覧会の審査会を実施いたし 

ました。今回は、161人の方々から 193点の力作を出品いただき、市

展賞、奨励賞など計 30点が選考されました。この内、中学生や高校

生からの出品を促す意味でも、このたび五泉未来賞という賞を設け、

４人の生徒さんの受賞が決まりました。 

なお、会期は 11月１日からの４日間で、ラポルテ五泉にて開催い 

たしますので、ぜひご鑑賞いただければと思います。 

さくらんど会館ではいけばな展、文化展のほかジュニア作品展も 

同時開催しておりますので、こちらにも足を運んでいただけますと

幸いであります。 

生涯学習課からは、以上です。 

伊藤課長補佐    続きまして、スポーツ推進課よりご報告とご案内をさせていただき

ます。 

はじめに、現在取り組んでおります（仮称）アーバンスポーツ施  

設建設事業の検討状況について、ご報告させていただきます。 

昨年の７月より学識経験者や学校関係者など９名の方より施設整 

備検討委員になっていただき、これまで、合計７回の検討委員会にて

検討を重ねてまいりました。 

プールエリアにつきましては、屋内の温水プールとし、25ｍ、８コ

ース、水深 1.1ｍを基本として、小学校低学年向けにプールフロアを

使用し 0.9ｍ程度となるよう調整し、小学校の授業や水泳教室に対応



- 8 - 

できるようプールサイドを広めの５ｍにする。 

高齢者や障がいのある方がスムーズに入水できるよう入水スロー 

プを設置する。 

独立した幼児用プールを設ける、などのご意見をいただいていると 

ころであります。 

また、アーバンスポーツエリアについては、ボルダリングやスラッ 

クラインなどは適しているのではないかとの意見をいただいており

ますが、具体的な種目について決定するに至っておりません。 

大きな事業でもあることから、慎重な議論が必要であり、引き続き 

検討を進めてまいります。 

次に、ご案内ですが、５つありますので、別紙にまとめてまいりま  

した。 

詳細につきましてはお読み取りいただきたいと存じます。 

１つ目は、11 月４日に開催いたしますサイクリングコースガイド 

ツアーです。 

さくらんど温泉のご厚意により、当日さくらんど温泉で使える 500 

円引券を参加者にお渡しします。 

２つ目は、11月 17日に開催いたしますブレイキン体験会です。 

３つ目は、11月 24日に開催いたしますボッチャ交流大会です。 

４つ目は、11 月９日に開催いたします運動応援デーin 総合会館大  

ホールです。 

当日は、総合会館大ホールを無料開放し、バドミントンや卓球、   

ボッチャ、スラックライン等の体験コーナーのほか、子ども達が自由

に走りまわれるスペースを用意いたします。 

５つ目は、11 月４日から 10 日まで開催いたします運動の秋！ウ  

ォーキング応援週間です。 

応援①として、総合会館ジョギングコースとアリーナランニングコ 

ースを無料で開放いたします。 

応援②として、アプリを使った歩数競争アプリ de ごせんウォー  

ク秋を開催いたします。 



- 9 - 

なお、申し込み期限は 10月 28日までとなっております。 

以上スポーツ推進課からのお知らせでした。 

廣川館長      続きまして、図書館よりご案内いたします。 

秋の読書週間関連イベントとしまして、10 月 26 日土曜日から 11

月 17日日曜日に、絵本や物語に出てくるキャラクターが影絵になり、

その名前を当てるイベント「シルエットクイズ」を開催します。正解

した方にはシールのプレゼントを贈呈します。 

二つ目としまして、11月２日、３日の土曜日、日曜日２日間、五泉・

村松図書館の２会場で、本と雑誌のリサイクルフェアを開催いたしま

す。保存期間を過ぎた雑誌や利用を終えた本などを、無料で配布する

イベントとなります。 

また、８月にも開催いたしました図書館で購入しております雑誌の 

付録を希望者にお配りする事業、今回はクリスマスプレゼントと題し

まして開催します。応募期間は 11月２日土曜日から 12月１日日曜日

までとなります。応募多数の場合は抽選となります。 

図書館からは以上です。 

伊藤教育長     ただいまの説明に、ご質問ありますでしょうか。 

 

―（皆、「なし」との声あり）― 

 

伊藤教育長     ないようでありますので、以上で第 10 回教育委員会定例会を閉会 

いたします。 

ありがとうございました。 

 

この後、次回会議日程調整と通知をして閉議。 

 

閉 議 時 間  午後１時 58分 
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   上記のとおり相違ないので署名します。 

 

      教育長   伊 藤  順 子          

 

      委 員   本 間  寛 和          

 

      委 員   藤 木  由佳子          

 

      委 員   小 出  園 子          

 

      委 員   吉 川  弘 一          


